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第１　はじめに
　特許権侵害訴訟を提起するか否かという局面で必
要となるのが勝てるかどうかという見立ててである。
この見立てのために、訴訟の提起前に特許権者がや
るべきこととしては、被疑侵害者製品の情報を収集
すること及び当該製品が特許発明の各構成要件を充
足するかを検討することがメインになる。もちろん、
有効性についても予め調査をすることが重要にはな

るが、まずは充足論の検討ということになろう。
　本稿では、特許第5377629号に関する東京地裁
H29.5.31（H28（ワ）7763）を取り上げる。特に目新
しい論点があるわけではないが、特許権の技術的範
囲に属するか否かという点について、割と典型的な
判断がなされた事例であり、訴訟前に特許権者がど
のようなポイントに注意を払っておけばよいのか参
考になる事例でもあるので、ここに紹介する。
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　事案は、次のとおりである。なお、本件では、２
つの発明について侵害か否かが争われたが、本稿で
は、その内１つの発明（【請求項１】にかかる発明。
判決文中は「本件発明１」と特定されている発明）
についてのみ取り上げることとする。

第２　事案の概要
【請求項１】（下線部太字は筆者注）

　第１接着領域を有する透明フィルムを備える、
ケーブルの識別するためのセルフラミネート回転
ケーブルマーカーラベルであって、
　前記透明フィルムは、前記第１接着領域に隣接す
る非接着性領域を有し、
　前記透明フィルムは、前記非接着性領域に隣接す
る第２接着領域を有し、前記透明フィルムの前記第
２接着領域は、前記透明フィルムがケーブルの周囲
に巻き付けられる際に、前記非接着性領域の上に少
なくとも部分的に位置するように構成され、
　前記透明フィルムは、前記透明フィルムの一方の
面上にプリント用領域を有し、ミシン目は前記透明

フィルムを横断して延在し、前記ミシン目により前
記透明フィルムの分断線が形成されることを特徴と
するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル。

【被告製品】

　被告製品は、PCなどに用いられるケーブルに巻き
つけて使用するケーブルラベルである。
　ケーブルに巻きつけて使用するケーブルラベルと
いっても、色々あり、被告製品はラベルが回転して
どこからでも見易いようにするタイプのものである。
ラベルの一部が非接着領域を有しており、ケーブル
と接着せず、ラベルが回転するようになっている。
　上図のとおり、ラベル本体とフチ外周を一緒に
ケーブルに巻きつけ、フチ外周を切り離すことによ
り、ラベル本体だけが残りケーブルと接着しないよ
うに回転するという仕組みである。
　原告は、この被告製品が請求項１に係る発明の構
成要件を充足すると主張した。
　以下の図が参考になる。
　ちなみに、原告の製品（おそらく本件特許に対応す

（判決文より引用）


